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本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
並
び
に
農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
国

内
外
の
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
我
が
国
農
林
漁
業
の
安
定
的
な
成
長
発
展
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国

農
林
漁
業
が
成
長
産
業
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
者
が
新
た
な
事
業
分
野
を
開
拓
す
る
事
業
活
動
等
に
対
し
資
金

供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
て
、
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
の
設
立
等

機
構
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
に
よ
り
一
を
限
っ
て
設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
と
し
、
政
府
は
、
機
構
に
対
し
出
資
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
常
時
、
機
構
の
発
行
済
株
式
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
機
構
の
組
織

機
構
に
、
取
締
役
で
あ
る
委
員
三
人
以
上
七
人
以
内
で
組
織
す
る
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

い
う
。
）
を
置
く
こ
と
と
し
、
委
員
会
は
、
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
（
以
下
「
対
象
事
業
者
」
と
い
う
。
）
や
支
援
内
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容
、
株
式
や
債
権
の
処
分
等
、
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
の
決
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三
、
支
援
基
準

農
林
水
産
大
臣
は
、
機
構
が
対
象
事
業
者
及
び
支
援
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
支
援
基
準
を
策
定
・
公
表

す
る
こ
と
と
し
、
支
援
基
準
は
、
農
山
漁
村
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創
出
そ
の
他
農
山
漁
村
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
配
慮

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
機
構
の
業
務

機
構
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
対
象
事
業
者
に
対
す
る
出
資
や
資
金
の
貸
付
け
、
専
門
家
の
派
遣
や
助
言
等
の

業
務
を
営
み
、
支
援
基
準
に
従
っ
て
、
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
や
支
援
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
機
構

は
、
平
成
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
保
有
す
る
全
て
の
株
式
や
債
権
の
処
分
等
を
行
う
よ
う
に
努
め
、
業
務
の
完

了
に
よ
り
解
散
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
機
構
の
財
務
及
び
会
計

政
府
は
、
機
構
に
対
し
、
資
金
の
貸
付
け
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
機
構
の
監
督
等
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農
林
水
産
大
臣
は
、
機
構
の
役
員
の
選
任
や
予
算
の
認
可
等
の
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
機
構
に
対

し
、
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
目
的
規
定
に
「
農
林
漁
業
者
の
経
営
の
安
定
向
上
」
等
の
事
項
を
追
加
す
る
こ

と
、
農
林
漁
業
者
等
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
の
支
援
決
定
手
続
等
に
お
い
て
、
農
林
漁
業
者
等
の
意
見
聴
取
等

の
手
続
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
の
委
員
に
は
、
農
業
、
林
業
又
は
漁
業
に
関
し
て
専
門
的
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る

者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
、
機
構
の
支
援
対
象
を
対
象
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
で
あ

っ
て
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

の
認
定
を
受
け
た
「
対
象
事
業
者
」
と
対
象
事
業
者
に
対
し
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
「
対
象
事
業
活
動
支
援
団
体
」

と
に
区
別
し
て
規
定
し
、
機
構
の
対
象
事
業
者
に
対
す
る
出
資
業
務
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
機
構
及
び
委
員
会
に
よ
る
対

象
事
業
活
動
支
援
団
体
に
対
す
る
指
導
等
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
、
支
援
基
準
に
は
、
対
象
事
業
者
の
意
思
決
定
に
お
け
る
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農
林
漁
業
者
の
主
導
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項
等
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
な
ど
、
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
支
援
基
準
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
、
機
構
の
支
援
決
定
等
に
お
け
る
農
林
水
産
大
臣
の
関
与
の
強
化
を
図
る
こ
と
等
を

主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


